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令和３年９月１日 

生 活 文 化 政 策 部 

区民健康村・ふるさと交流課 

 

指定保養施設事業の終了について 

 

１ 主 旨 

「指定保養施設」事業の終了に関しては、令和３年２月８日開催の区民生活常任委員

会で報告したところである。令和３年９月３０日の「指定保養施設」事業の終了に向け

た調整及び進捗状況を報告する。 

 

２ 「指定保養施設」事業終了への対応 

（１）「指定保養施設」から「協定保養施設」への移行 

この間、現在「指定保養施設」となっている２０施設に対し、令和３年１０月１日

から「協定保養施設」への移行に向けた調整を行った結果、１７施設が移行するこ

ととなった。（協定保養施設へ移行する施設は、裏面一覧参照） 

（２）区民周知 

４月１日以降、「指定保養施設」事業の終了について、区民への周知を下記の通り

行っており、１０月以降も引き続き区民への周知を徹底していく。 

 区ホームページ 

 区のおしらせ（４月１日号、９月１５日号） 

 指定・協定保養施設利用案内パンフレットへの案内表示 

 総合支所くみん窓口、出張所、まちづくりセンター、区民健康村・ふるさ

と交流課の窓口及び電話での案内 

 協定保養施設利用案内パンフレットへの案内記載（９月１５日配布予定） 

 

３ 「指定保養施設」の利用状況 

（１）契約施設（令和３年度時点） 

 関東近郊   １４施設 

 沖縄県宮古島市 ６施設 

（２）利用実績及び決算額 

    H29年度 H30年度 R元年度 R２年度 R３年度 

利用者数（延べ人数） 9,650 8,282 6,915 2,024 550※ 

施設数 26 24 23 23 20 

決算額（千円） 20,007 17,145 14,441 4,459 － 

※R3年度の利用者数は 7月末までの実績。 

 

４ 「協定保養施設」の概要 

（１）概要 

世田谷区民が一般料金より安価で利用できる民間の宿泊施設をいう。利用泊数

の制限及び区の負担額はなし。 

（２）利用方法 

利用者から各施設へ電話予約し、あわせて“世田谷区民”であることを伝える。

電話予約後、当日直接施設へ出掛ける。（区窓口での手続きは不要） 
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（３）契約施設（９月１日時点） 

 関東近郊  １５施設（内、かんぽの宿 12施設） 

 北海道中川町 １施設 ※区民まつり参加自治体 

 

５ 今後の予定 

  令和３年 ９月１５日 協定保養施設利用案内パンフレット配布 

       ９月３０日 「指定保養施設」終了 

      １０月 １日 「協定保養施設」として利用開始 

 

 

【参考】協定保養施設へ移行する施設（１７施設） 

 施設名 所在地 備考 

１ 大子温泉 やみぞホテル 茨城県久慈郡大子町  

２ 鬼怒川温泉 花の宿 松や 栃木県日光市鬼怒川温泉  

３ 和銅鉱泉 ゆの宿 和どう 埼玉県秩父市  

４ 海辺の宿 恵比寿 千葉県鴨川市太海  

５ 天成園 神奈川県足柄下郡箱根町  

６ まつだい芝峠温泉 雲海 新潟県十日町市  

７ キッズペンションめーぷる 山梨県北杜市高根町清里  

８ 古柏園 山梨県吹笛市石和町  

９ 梓水苑 長野県松本市  

１０ 信州 上諏訪温泉 湖泉荘 長野県諏訪市  

１１ うたゆの宿 熱海四季ホテル 静岡県熱海市  

１２ 磯料理・海辺の湯の宿 平鶴 静岡県熱海市  

１３ ニューウェルシティ湯河原 静岡県熱海市  

１４ 伊東小涌園 静岡県伊東市  

１５ ホテルライジングサン宮古島 沖縄県宮古島市  

１６ ホテルニュー丸勝 沖縄県宮古島市  

１７ 観光ホテル セイルイン宮古島 沖縄県宮古島市  

 

 


